
 千葉市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成１８年３月３１日 

                  千葉市長 鶴 岡 啓 一 

千葉市条例第３２号 

千葉市市税条例の一部を改正する条例 

千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 第１０条の２中「２２万円」を「２１万円」に改める。 

 第１２条の表第１号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資

本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同表

第２号から第８号までの規定中「資本等の金額」を「資本金等の額」に

改める。 

 第１４条の２中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。 

 第３６条中「２，７４３円」を「３，０６４円」に改める。 

 附則第７条第１項中「平成１５年７月１日」を「平成１８年７月１

日」に、「又は消費等」を「若しくは消費等」に、「２，９７７円」を

「３，２９８円」に改め、同条第２項中「平成１５年７月１日」を「平

成１８年７月１日」に、「１，４１２円」を「１，５６４円」に改める。 

 附則第９条の次に次の１条を加える。 

 （耐震基準適合住宅に対して課する固定資産税の減額） 

第９条の２ 法附則第１６条第８項の耐震基準適合住宅について、同項

の規定の適用を受けようとするものは、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第１２条第２５項に規定する基準を満たすことを証する

書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所及び氏名又は名称 

（２）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

（３）家屋の建築年月日及び登記年月日 

（４）耐震改修が完了した年月日 

（５）耐震改修に要した費用 



（６）耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、当該申告書を３月以内に提出ができなかった理由 

 附則第１０条の見出し中「平成１５年度から平成１７年度まで」を

「平成１８年度から平成２０年度まで」に改め、同条中「平成１５年度

類似用途変更宅地等」を「平成１８年度類似用途変更宅地等」に、「平

成１６年度類似用途変更宅地等」を「平成１９年度類似用途変更宅地

等」に、「平成１７年度類似用途変更宅地等」を「平成２０年度類似用

途変更宅地等」に、「平成１５年度から平成１７年度まで」を「平成

１８年度から平成２０年度まで」に、「地方税法等の一部を改正する法

律（平成１５年法律第９号）附則第１３条」を「地方税法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第７号）附則第１５条」に改める。 

 附則第１２条第２項第１号中「法附則第２０条に規定される宅地評価

土地」を「宅地及び法附則第１７条第４号に規定する宅地比準土地」に

改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第 

３６条及び附則第７条の改正規定並びに附則第４条の規定は、平成 

１８年７月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の千葉市市税条例（以下「新条例」とい

う。）第１０条の２の規定は、平成１８年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成１７年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

 （固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１０条の規定は、平成１８年度以後の年度分の固

定資産税及び都市計画税について適用し、平成１７年度分までの固定

資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 平成１８年７月１日（次項において「指定日」という。）前に

課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例



による。 

２ 指定日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１

項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（同法第４６９条

第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行われた製造

たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第３４

条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。）又は小売販売業者があ

る場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第１０号）附則第１５６条第１項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこ

の製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課

されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製

造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に

所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区

域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販

売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの

区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。 

（１）製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除く。） １，０００本

につき３２１円 

（２）新条例附則第７条第２項に規定する紙巻たばこ １，０００本に

つき１５２円 


